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千葉市森林振興ビジョン策定業務委託仕様書

１　適用範囲

　　　本仕様書は、千葉市森林振興ビジョン策定業務委託の企画提案にあたり、応募者が

提案する事項や、契約締結後の受託者が守らなければならない業務に関する一般事項

を示すものである。

２　事業目的

本市における森林の荒廃化が著しく進行する中、森林の目指す方向性や必要な整備

対策を明確化することが課題である。森林が提供する多面的機能（公益的機能、文化

的価値、有害鳥獣対策等）を整理するとともに、評価指標を設定した森林振興ビジョ

ンを策定し、持続可能な森林振興を計画的に推進することを目的とする。

３　業務の実施場所

　　千葉市内等

４　業務の実施期間

　　契約を締結した日の翌日から令和１０年３月２４日（金）まで

５　業務委託事項

（１）森林現況調査業務

（２）森林意識調査業務

（３）会議等運営支援業務

（４）「千葉市森林振興ビジョン」及び概要版作成支援業務（冊子デザイン含む）

６　業務委託内容

（１）森林現況等調査業務

　　　  市内の森林に関する基礎資料・データを収集し、現状を踏まえた課題を把握し整

理する。

（２）森林意識調査業務

　　ア　市民向けの森林、林業に関するアンケート調査を実施し、分析を行う。

　　イ　関係機関との意向調査及び調整等

（３）会議等運営支援業務

　　ア　千葉市農政推進協議会等の運営補助

　　イ　本市関係部局との意向調整補助

　　ウ　その他必要な業務打合せ

（４）千葉市森林振興ビジョン及び概要版作成支援業務（冊子デザイン含む）

　　ア　ゾーニングの必要性についての検討

　　イ　森林整備に係る推進方策の検証指標の設定

ウ　森林整備の方向性及び推進方策の決定

　　エ　千葉市基本計画、千葉市農業基本計画、千葉市森林整備計画、千葉市緑と水

辺のまちづくりプラン2023、千葉市等の関連計画との整合性を図り、千葉市の

特色や地域特性に応じた森林振興ビジョンの策定支援を行う。

　　オ　森林振興ビジョン作成及び概要版の作成

７　年度ごとの作業内容
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（１）令和８年度

本市森林の現状と課題の整理、森林振興ビジョンの骨子検討

　　　（作業内訳）

・森林現況調査業務（完了）

　　　　・森林意識調査業務（ア完了、イ実施）

　　　　・会議等運営支援業務（すべて実施）

　　　　・「千葉市森林振興ビジョン」及び概要版作成支援業務（すべて実施）

（２）令和９年度

千葉市森林振興ビジョン完成

　　　（作業内訳）

　　　　・森林意識調査業務（完了）

　　　　・会議等運営支援業務実施（完了）

　　　　・「千葉市森林振興ビジョン」及び概要版策定支援業務（完了）

８　報告書の作成

　　上記の作業経過や資料等をとりまとめ、報告書を提出する。

　　また、令和８年度末に、取組状況を整理し中間報告書を提出する。

９　打合せ協議

本業務の実施にあたり、業務の適切な遂行を図るため、定期的に本市担当者等と業

務の進捗状況の報告及び打合せ等を実施するとともに、業務の方針及び条件等の疑義

を正すものとし、打合せ後は議事録を作成し、速やかに発注者へ提出するものとする。

10　納入成果品

（１）千葉市森林振興ビジョン製本

ア　サイズ：Ａ４版、製本

イ　印刷：カラー刷り（４色）

ウ　部数：１０部

（２）概要版

ア　サイズ・ページ数：Ａ３判・２枚（各両面印刷=計４ページ程度）

イ　紙質：再生コートＡ判１１０ kg

　　　　　古紙配合率７０％以上（グリーン購入法適合）、白色度７０％以上

ウ　印刷：カラー刷り（４色）

エ　部数：１００部

（３）参考資料　等

（４）業務報告書

※（１）～（２）の成果品については、「エクセル若しくはワード形式及び PDFファ

イル形式」による電子データも作成し、本市担当職員が別途指示するファイル構成等

に合致していることを確認した後、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。

11　成果品の瑕疵

受注者は、本業務完了後、受注者の過失又は疎漏に起因する成果品の不良箇所等

が発見された場合は、発注者が必要と認める訂正、補足及びその他必要な作業を速

やかに受注者の負担において実施しなければならない。

12　成果品の帰属
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本業務において、使用又は作成した成果品は、全て発注者に帰属するものであり、

発注者の許可なく公表、複製、貸与及び使用してはならない。

13　業務の再委託について

（１）受託者は、業務の過半を他の事業者に再委託しないこと。業務の一部を第三者

に再委託することは事前に市の承認を得なければならない。

（２）受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に本仕様書に定め

る受託者の義務と同様の義務を負わせるとともに、再委託先の行為及びその結果

に対する全ての責任を負うものとする。

14　委託業務に係る留意事項

（１）受注者は、委託業務を遂行するにあたり、本市担当者と随時連絡を取り合うこ

と。

（２）受注者は、市から打合せ又は状況報告等の指示があったときは、それに従うこ

と。

（３）本業務を通じて、知り得た個人情報等の秘密については、千葉市個人情報保護

条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、「個人情報取扱特記事項」

に基づき必要な個人情報保護対策を講じ、個人情報の提供や管理等、その取扱い

について細心の注意をもって対処しなければならない。また、当該事務を離れた

後においても同様とする。

（４）本業務の委託料は、単年度ごとに年度末一括払いとする。各年度において、受

注者から中間報告書及び成果品を受領し、当該年度分の完了検査終了後に、受注

者の請求により支払うものとする。

　　　令和８年度の支払額は契約金額の４０％とし、令和９年度の支払額は、契約金

額から令和８年度分の支払額を差し引いた額とする。

なお、令和８年度の中間検査における達成度が４０％に満たない場合は、中間

検査結果に基づく出来高率により、令和８年度分の支払額を按分して支払うもの

とする。

15　その他

　　仕様書に記載のない事項または疑義が生じた場合は、市と協議するものとする。
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千葉市森林振興ビジョン策定スケジュール（案）
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